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                  感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について 
 
 
 感染症発生動向調査事業については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す

る法律の施行に伴う感染症発生動向調査事業の実施について（平成11年３月19日健医発第4

58号）により行われているところである。 

今般、新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（以下「HER-SYS」とい

う。）の運用を開始すること等に伴い、同通知の別添「感染症発生動向調査事業実施要綱」

等について、下記の通り取り扱うこととしているため、その内容を了知の上、関係各所への

周知を図られたい。 

 

記 
 

１ 「感染症発生動向調査事業実施要綱」について、別紙のとおり改正し、令和２年５月2

9日より適用すること。 

 

２ 「新型コロナウイルス感染症における積極的疫学調査について（協力依頼）」（令和２

年２月12日健感発0212第３号）において、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に

関する法律（平成10年法律第114号）第15条に基づく積極的疫学調査にかかる国への報告

として、新型コロナウイルス感染症と診断された者に関する情報等について、退院するま

での間、Excelファイルによる情報提供を依頼していたが、HER-SYSの運用を開始すること

に伴い、令和２年５月29日以降は、同システムへの入力をもって当該情報提供を行ったも

のとして取り扱うこと。 

 

 


